
 

乳児等通園支援制度（ こ ど も 誰でも 通園制度） における 代用計画の作成について 

 

乳児等通園支援制度（ こ ど も 誰でも 通園制度） については、 令和８ 年度から の実施に伴い、 三豊市こ

ど も 計画（ 第三期市町村子ど も ・ 子育て支援事業計画） において量の見込み、 確保方策を策定いたし ま

し たが、 こ のたび国の計画策定に伴う 「 基本指針」 及び「 第三期市町村子ど も ・ 子育て支援事業計画等

における 「 量の見込み」 の算出等の考え方」 が改定さ れま し た。（ 令和７ 年９ 月１ ６ 日付国通知）  

 

1 改定の概要 

➀ 基本的記載事項（ 必須記載事項） と し て、 乳児等通園支援の量の見込みと 提供体制の確保の内容及

びその実施時期を 位置づける こ と 。  

 

② 基本的記載事項（ 必須記載事項） と し て、 乳児等のための支援給付に係る 教育・ 保育等を 一体的に

提供する 体制に関する 事項を 位置づける こ と 。   

 

【 乳児等のための支援給付に係る 教育・ 保育等を一体的に提供する 体制と は】  

乳児等通園支援制度（ こ ど も 誰でも 通園制度） は 0 歳 6 か月から  満 3 歳ま でを 対象と し た制度で

ある ため、 利用こ ど も が満 3 歳到達以降に教育・ 保育施設等の利用を 希望し た場合に、 ス ム ーズに移

行する こ と ができ る よ う 施設、 事業者間の連携・ 接続の推進や、 利用者へ情報を周知する こ と  。  

 

２  本市の対応 

上記①については、 三豊市こ ど も 計画(ｐ 73)にて策定記載済み。  

上記②については、 三豊市こ ど も 計画に未記載であり 、 計画上位置づけを する 必要がある 。 し かし 、 今

回国通知において子ど も ・ 子育て支援事業計画を変更し 、 必要な事項を 盛り 込むこ と が困難な場合には

「 代用計画」 によ る こ と が可能と さ れ、 参考様式が示さ れている こ と から 、 代用計画を 作成する こ と で

対応する 。  

なお、 三豊市こ ど も 計画は令和 9 年度に中間見直し を 行う 予定であり 、 今回代用計画と する 、 事業者

と 教育・ 保育施設間の連携体制など を 検討し て、 三豊市こ ど も 計画に反映する こ と と し たい。  
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（ 別添１ ） 参考様式

市町村（ 特別区） 名

記載事項

第三期市町村子ども ・ 子育て支援事業計画 代用計画

三豊市

（ 乳児等のための支援給付に係る 教育・ 保育等の一体的提供及び当該教育・ 保育等の推進に関する 体制の確保の内容について）

○乳児等通園支援事業は対象と なる 年齢が満３ 歳未満である こ と から 、  地域の教育・ 保育施設と 連携し 、 乳児等通園支援事業の

利用終了後の受入れ枠の確保に努める ほか、 乳児等通園支援事業者と 教育・ 保育施設と の間で情報を共有する こ と ができ る 体制

を整備する 。

※本参考様式は、 「 第三期市町村子ども ・ 子育て支援事業計画等における 乳児等通園支援事業（ こ ども 誰でも 通園制度） の「 量

の見込み」 及び「 確保方策」 代用計画について（ 依頼） 」 （ 令和６ 年12月27日付けこ ども 家庭庁成育局保育政策課事務連絡） の

別添でお示し し た、 量の見込み及び確保方策に関する 代用計画の様式と 統合して活用いただく こ と も 可能です。
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3

三豊市こども計画より抜粋



乳児等通園支援事業所の認可及び利用定員に関する 意見聴取について 

 

市内において令和８ 年４ 月１ 日の開所を予定し ている 乳児等通園支援事業所について、 児童福祉法第

34 条の 15 第４ 項の規定に基づき 、 認可に関する 意見及び子ど も ・ 子育て支援法第 54 条の２ 第３ 項の

規定に基づき 、 利用定員についての意見を 伺いま す。  

 

1 事業の概要 

① 制度趣旨 

全てのこ ど も の育ちを 応援し 、 こ ど も の良質な成育環境を 整備する と と も に、 全ての子育て家庭に対

し て、 多様な働き 方やラ イ フ ス タ イ ルにかかわら ない形での支援を 強化する 。  

② 対象児童 

保育所、 地域型保育事業等に通っていない０ 歳６ か月から 満３ 歳未満の子ど も  

③ 認可・ 確認手続き  

事業の実施には、 三豊市長 の認可を受ける 必要があり 、 認可基準は、「 三豊市乳児等通園支援事業の

設備及び運営に関する 基準を 定める 条例」 で定めている 。  

ま た、 三豊市長 の確認も 受ける 必要があり 、 そのための運営基準については、 条例を定める ま での

間は、 特定乳児等通園支援事業の運営に関する 基準（ 内閣府令） で定める 基準を基準と みなす。  

 

参考 

〇乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する 基準（ 令和七年内閣府令第一号） よ り 抜粋 

第１ ６ 条 乳児等通園支援事業者は、 次に掲げる 乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関

する 規程を定めておかなければなら ない。  

六 利用定員 

 

〇特定乳児等通園支援事業の運営に関する 基準（ 令和七年内閣府令第九十五号） よ り 抜粋 

第３ 条 特定乳児等通園支援事業者は、 １ 時間当たり の利用定員を 定める も のと する 。  

２  特定乳児等通園支援事業者は、 乳児等支援給付認定子ど も が当該特定乳児等通園支援事業者が

提供する 特定乳児等通園支援を利用する 時間数、 特定乳児等通園支援事業所が開所する 日数及び

時間その他の事情を考慮し て一月当たり の利用定員を 定める も のと する 。  

 

2 令和 8 年度の事業実施について 

 私立認定こ ど も 園 1 園よ り 実施意向の申し 出があり 、 加えて公立保育所 3 園にて実施予定である 。  

 私立認定こ ど も 園での実施については児童福祉法に基づく 認可についての意見徴収と 子ど も ・ 子育て

支援法の規定に基づく 利用定員についての意見聴取を 行う 。  

公立施設での実施ついては認可不要のため、 子ど も ・ 子育て支援法の規定に基づく 利用定員について

の意見聴取のみを 行う 。  
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3 認可に関する 意見聴取対象施設 

 

（ 1） 名称等 

名  称：  虹ヲ わたり  

施設類型：  幼保連携型認定こ ど も 園 

所在地 ：  三豊市高瀬町比地 181 番地 1 

実施方法：  余裕活用型 

実施日 ：  月曜日から 金曜日 

実施時間：  9 時 00 分から 12 時 00 分（ 3 時間）  

給食提供：  あり （ 自園調理）  

 

 

（ 2） 利用定員  

年齢 定員数/時間 定員数/月 

0 歳児 1 人 6 人 

1 歳児 1 人 6 人 

2 歳児 1 人 6 人 

 

（ 3） 職員配置 

年齢 
保育に従事する

職員 
う ち保育士数 必要な職員数 

在園予定児 

(こ ども 園+ 乳児等通園支援) 

0 歳児 4 人 3 人 2 人 4 人 

1 歳児 3 人 3 人 3 人 14 人 

2 歳児 3 人 2 人 2 人 12 人 

 

（ 4） 施設面積 

区分 
乳児等通園支

援利用こ ども  

R8.4.1 こ ども 園

在園予定児童数 

必要面積 

(こ ども 園+ 乳児等通園支援) 
有効面積 

0 歳児(ほふく 室) 1 人 3 人 13.2 ㎡ 54.19 ㎡ 

1 歳児(ほふく 室) 1 人 13 人 46.2 ㎡ 56.20 ㎡ 

2 歳児 

(保育室又は遊戯室) 
1 人 11 人 23.76 ㎡ 43.45 ㎡ 
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（ 5） 令和 8 年度事業収支について 

 

収入                        支出 

科目 金額 備考 

乳児等通園支援

給付費 
741,500 円  

乳児等通園支援

事業利用料 
156,000 円 給食費含む 

計 897,500 円  

 

 

 

 

 

 

 

（ 6） その他 

虹ヲ わたり を 運営し ている 社会福祉法人愛和福祉会（ 観音寺市） は観音寺市にて幼保連携型認定こ ど

も 園の愛和ハーベス ト を 、 善通寺市にて吉原保育所を 運営し ている 。  

吉原保育所では一時預かり 事業を 実施し ており 、 保育所入所こ ど も と 一時預かり こ ど も を 同じ 保育室

内で保育し ている 。  

 

 

4 公立施設での事業実施 

種別 名称 所在地 設置主体 利用定員 

保育所 三豊市立 

高瀬中央保育所 

高瀬町新名 797 番地 1 三豊市 0 歳児： 3 人 

1 歳児： 2 人 

2 歳児： 1 人 

保育所 三豊市立 

三野保育所 

三野町大見甲 3864 番地 1 三豊市 0 歳児： 3 人 

1 歳児： 2 人 

2 歳児： 1 人 

保育所 三豊市立 

豊中保育所 

豊中町本山甲 2256 番地 1 三豊市 0 歳児： 2 人 

1 歳児： 2 人 

2 歳児： 1 人 

 

 

 

科目 金額 備考 

人件費 839,500 円  

給食材料費 48,000 円  

教材費 5,000 円  

消耗品費 5,000 円  

計 897,500 円  
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5 計画上の確保方策（ 必要利用定員） と 確保予定数と の比較 

 

〇三豊市こ ど も 計画よ り （ 人日）  

  令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

0 歳児 量の見込み ― 96 96 96 96 

確保方策 ― 96 96 96 96 

1 歳児 量の見込み ― 48 48 48 48 

確保方策 ― 48 48 48 48 

2 歳児 量の見込み ― 48 48 48 48 

確保方策 ― 48 48 48 48 

合計 量の見込み ― 192 192 192 192 

確保方策 ― 192 192 192 192 

 

 

〇計画値は年間である ため、 12 か月で除し 、 １ か月あたり の計画値を算出（ 人日）  

  令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

0 歳児 量の見込み ― 8 8 8 8 

確保方策 ― 8 8 8 8 

1 歳児 量の見込み ― 4 4 4 4 

確保方策 ― 4 4 4 4 

2 歳児 量の見込み ― 4 4 4 4 

確保方策 ― 4 4 4 4 

合計 量の見込み ― 16 16 16 16 

確保方策 ― 16 16 16 16 

※三豊市では 160H／月の確保が必要 

 

令和 8 年度確保予定 ― 256 
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乳児等通園支援事業の確認( 子ど も ･子育て支援法第５ ４ 条の２ )  

 

施設の名称 三豊市立高瀬中央保育所 

所在地 三豊市高瀬町新名 797 番地 1 

設置主体 三豊市 

開始時期 令和 8 年 4 月 1 日 

利用定員 

【 1 時間あたり 】  

0 歳児 … 3 人 

1 歳児 … 2 人 

2 歳児 … 1 人 

【 1 月あたり 】  

0 歳児 … 42 人 

1 歳児 … 28 人 

2 歳児 … 14 人 

保育内容 

開所時間 月曜日から 金曜日 9: 00～16: 00 

実施方法 一般型（ 専用室独立実施）  

利用方法 柔軟利用、 定期利用 

職員数 

園長 1 人 

保育士 2 人( う ち非常勤保育士 1 人)  

給食･調理 自園調理 

苦情解決 

責任者 所長 

手続き  

苦情申出書を提出し ても ら い、 担当者はその内容につ

いて確認し 、 責任者及び委員に報告。 責任者は話し 合

いによ る 解決に努め必要に応じ て委員の助言を 求め

る 。 担当者は受け付け、 解決、 改善ま での経過と 結果

について書面に記録する 。  

緊急時の対応 
こ ども の体調に急変が生じ た場合は、 速やかに園児の主治医に連絡す

る 等必要な措置を講じ 、 保護者に連絡する 。  

事故発生時の対

応 

園児の保護者及び三豊市等に連絡する と と も に、必要な措置を講じ る 。

事故の状況や事故に際し て行っ た処置について記録する と と も に、 事

故発生の原因を解明し 再発防止のための対策を講じ る も と する 。  
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乳児等通園支援事業の確認( 子ど も ･子育て支援法第５ ４ 条の２ )  

 

施設の名称 三豊市立三野保育所 

所在地 三豊市三野町大見甲 3864 番地 1 

設置主体 三豊市 

開始時期 令和 8 年 4 月 1 日 

利用定員 

【 1 時間あたり 】  

0 歳児 … 3 人 

1 歳児 … 2 人 

2 歳児 … 1 人 

【 1 月あたり 】  

0 歳児 … 42 人 

1 歳児 … 28 人 

2 歳児 … 14 人 

保育内容 

開所時間 月曜日から 金曜日 9: 00～16: 00 

実施方法 一般型（ 専用室独立実施）  

利用方法 柔軟利用、 定期利用 

職員数 

園長 1 人 

保育士 2 人( う ち非常勤保育士 1 人)  

給食･調理 自園調理 

苦情解決 

責任者 所長 

手続き  

苦情申出書を提出し ても ら い、 担当者はその内容につ

いて確認し 、 責任者及び委員に報告。 責任者は話し 合

いによ る 解決に努め必要に応じ て委員の助言を 求め

る 。 担当者は受け付け、 解決、 改善ま での経過と 結果

について書面に記録する 。  

緊急時の対応 
こ ども の体調に急変が生じ た場合は、 速やかに園児の主治医に連絡す

る 等必要な措置を講じ 、 保護者に連絡する 。  

事故発生時の対

応 

園児の保護者及び三豊市等に連絡する と と も に、必要な措置を講じ る 。

事故の状況や事故に際し て行っ た処置について記録する と と も に、 事

故発生の原因を解明し 再発防止のための対策を講じ る も と する 。  
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乳児等通園支援事業の確認( 子ど も ･子育て支援法第５ ４ 条の２ )  

 

施設の名称 三豊市立豊中保育所 

所在地 三豊市豊中町本山甲 2256 番地 1 

設置主体 三豊市 

開始時期 令和 8 年 4 月 1 日 

利用定員 

【 1 時間あたり 】  

0 歳児 … 2 人 

1 歳児 … 2 人 

2 歳児 … 1 人 

【 1 月あたり 】  

0 歳児 … 28 人 

1 歳児 … 28 人 

2 歳児 … 14 人 

保育内容 

開所時間 月曜日から 金曜日 9: 00～16: 00 

実施方法 一般型（ 専用室独立実施）  

利用方法 柔軟利用、 定期利用 

職員数 

園長 1 人 

保育士 2 人( う ち非常勤保育士 1 人)  

給食･調理 自園調理 

苦情解決 

責任者 所長 

手続き  

苦情申出書を提出し ても ら い、 担当者はその内容につ

いて確認し 、 責任者及び委員に報告。 責任者は話し 合

いによ る 解決に努め必要に応じ て委員の助言を 求め

る 。 担当者は受け付け、 解決、 改善ま での経過と 結果

について書面に記録する 。  

緊急時の対応 
こ ども の体調に急変が生じ た場合は、 速やかに園児の主治医に連絡す

る 等必要な措置を講じ 、 保護者に連絡する 。  

事故発生時の対

応 

園児の保護者及び三豊市等に連絡する と と も に、必要な措置を講じ る 。

事故の状況や事故に際し て行っ た処置について記録する と と も に、 事

故発生の原因を解明し 再発防止のための対策を講じ る も と する 。  
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乳児等通園支援事業の認可( 児童福祉法第 34 条の 15）  

乳児等通園支援事業の確認( 子ど も ･子育て支援法第 54 条の 2)  

 

施設の名称 虹ヲ わたり  

所在地 三豊市高瀬町比地 181 番地 1 

設置主体 社会福祉法人愛和福祉会 理事長 礒野 貴章 

開始時期 令和 8 年 4 月 1 日 

利用定員 

【 1 時間あたり 】  

0 歳児 … 1 人 

1 歳児 … 1 人 

2 歳児 … 1 人 

【 1 月あたり 】  

0 歳児 … 6 人 

1 歳児 … 6 人 

2 歳児 … 6 人 

保育内容 

開所時間 月曜日から 金曜日 9: 00～12: 00 

実施方法 余裕活用型 

利用方法 柔軟利用、 定期利用 

職員数 

園長 1 人 

保育士 10 人( う ち看護師、 幼稚園教諭を含む)  

給食･調理 自園調理 

苦情解決 

責任者 園長 

手続き  

苦情申出書を提出し ても ら い、 担当者はその内容につ

いて確認し 、 責任者及び委員に報告。 責任者は話し 合

いによ る 解決に努め必要に応じ て委員の助言を 求め

る 。 担当者は受け付け、 解決、 改善ま での経過と 結果

について書面に記録する 。  

緊急時の対応 
こ ども の体調に急変が生じ た場合は、 速やかに園児の主治医に連絡す

る 等必要な措置を講じ 、 保護者に連絡する 。  

事故発生時の対

応 

園児の保護者に連絡する と と も に、 必要な措置を講じ る 。 事故の状況

や事故に際し て行った処置について記録する と と も に、 事故発生の原

因を解明し 再発防止のための対策を講じ る も と する 。 三豊市へも 報告

する 。  
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特定教育・ 保育施設の利用定員の設定について 

 

1  子ども ・ 子育て会議の主な役割について 

 

  子ども ・ 子育て支援法第 7 7 条第 1 項の規定に基づく 審議会その他の合議制の機関と

し て設置し 、 以下の事務を処理する こ と と さ れている 。  

 

  ① 特定教育・ 保育施設（ 幼稚園・ 保育所・ 認定こ ども 園） の利用定員の設定について

意見を述べる こ と 。  

  ② 特定地域型保育事業（ 家庭的保育事業・ 小規模保育事業など） の利用定員の設定に

ついて意見を述べる こ と 。  

  ③ 子ども ・ 子育て支援事業計画の策定・ 変更について意見を述べる こ と 。  

  ④ 子ども ・ 子育て支援に関する 施策の総合的かつ計画的な推進に関し 必要な事項及

び当該施策の実施状況を調査審議する こ と 。  

 

 

●施設の種類など  
 

施設・ 事業類型 規模 認可 確認 

特定教育･保育施設 

幼稚園 規定なし  

県 

市 

（ 利用定員の設

定において 子ど

も・ 子育て会議の

意見聴取が必要） 

保育所 2 0 人以上 

認定こ ども 園 2 0 人以上 

特定地域型保育事業 

家庭的保育事業 5 人以下 
   市 

（ 子ども・ 子育

て 会議の 意見

聴取が必要）  

小規模保育事業 6 人～1 9 人 

居宅訪問型保育事業 1 対 1 が基本 

事業所内保育事業 数人～数十人 

 

【 小規模保育事業の類型】  

項目 A 型 B 型 C 型 

定員規模 6 人以上 1 9 人以下 6 人以上 1 0 人以下 

保育従事者の資格 保育士 
保育士＋保育従事者  

（ 1 /2 以上保育士）  
家庭的保育者 

職員配置 保育所と 同じ 配置基準＋1 名 全年齢で 3 ： 1 （ ＊注）  

施設設備等 
【 0 ・ 1 歳児】 1 人 3 .3 ㎡以上 

【 2 歳児】 1 人 1 .9 8 ㎡以上 
1 人 3 .3 ㎡以上 

  注） 保育補助者も 配置する 場合は 5 ： 2  
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●認可定員と 利用定員 
 

認可定員と は … 施設を 設置する にあたり 認可さ れた施設の受け入れ上限定員 

            （ 保育室や職員数を勘案し て決定する 受け入れ定員）  

 
利用定員と は … 法に基づく 市の確認において定め、 給付費の単価水準を定める も の 

            利用定員が決めら れた施設は給付費が支給さ れる  

            認可定員＝利用定員が基本 

            （ 子ども ･子育て会議にて意見を聞く ）  

 

 ●認可と 確認 
 

認可と は … 施設・ 事業がその目的を果たすに相応し い基準を満たし ている こ と  

          → 主にハード 面の基準（ 施設の最低基準、 職員配置基準等）  

 
確認と は … 施設・ 事業が公費の支給対象施設･事業である こ と  

          → 主に施設の運営面、ソ フ ト 面の基準（ 運営規程の整備、運営上遵守すべき こ と ）  

 

2  利用定員の設定について 

 

  子ども・ 子育て支援新制度では、 教育・ 保育施設の設置者から の申請に基づき 市町村長

が確認を行う 際に、 以下の点について留意し 、 認定区分（ １ 号・ ２ 号・ ３ 号） ごと に利用

定員を定める こ と と なっている 。  

 

  〇利用定員は、認可定員に一致さ せる こ と を基本と し つつ、原則と し て認可定員を超え

ない範囲内で利用状況を反映し て設定する 必要がある こ と 。  

 

  〇利用定員は、当該確認を受けた教育・ 保育施設又は地域型保育事業において、質の高

い教育・ 保育が提供さ れる よ う 設定する 必要がある 。 こ のため、 市町村においては、

申請者と の意思疎通を図り 、その意図を十分に考慮し つつ、地域の実情や今後の見込

みなどを踏ま え、 適切に利用定員を設定する 必要がある こ と 。  

 

  〇公定価格は、施設が運営する 際に要する 費用と し て国が定める 価格であり 、保護者か

ら の保育料と 市町村から の給付費（ 委託費） で構成さ れる 。  

   公定価格は、 施設の規模（ 利用定員） によ り 段階的に設定さ れ、 利用定員が少ない場

合、 子ども 一人あたり の公定価格が高く なる 。 給付費（ 委託費） は、 入園し ている 子

ど も の数で、 施設の事業者に給付。  

 

●認定区分について 

区 分 施 設 
認定区分 

0 ～2 歳児 3 ～5 歳児 

保育が必要でない 幼稚園、 認定こ ども 園  1 号認定 

保育が必要である  
保育所、 認定こ ども 園 

地域型保育事業等 
3 号認定 2 号認定 
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施設名称 三豊市立松崎こ ど も 園 

事業類型 保育所型認定こ ど も 園 

設 置 者 三豊市 

住  所 三豊市詫間町松崎７ ４ １ 番地１  

事業概要 

（ 目的）  

令和２ 年 3 月に策定、 令和 7 年 3 月に改訂し た「 三豊市就学前教育・ 保

育総合計画」 に基づき 、 詫間区域内にある 就学前教育・ 保育施設を再編する

ため、 令和 7 年度末をも って須田保育所を閉所、 松崎保育所と 松崎幼稚園を

統合し 保育所型認定こ ど も 園へ移行し て令和 8 年 4 月 1 日から 開園する こ

と と し ていま す。  

松崎こ ど も 園は、公立と し ては３ 園目と なる 認定こ ど も 園、「 保育所型認定

こ ども 園」 と し ては市内初のこ ど も 園と なり ま す。  

運営については、 指定管理者制度によ り 松崎保育所の管理運営を行ってい

る 民間事業者が引き 続き 行う こ と と し 、 こ ど も 園移行に伴う 子ども の負担軽

減を最小限に留めつつ、 松崎地区の同じ 年齢の子ども が同じ 教育・ 保育を受

けら れる 環境を整備を行いま し た。  

利用定員 

（ 予定）  

０ 歳児 …  1 0 人（ ３ 号認定）  

１ 歳児 …  1 8 人（ ３ 号認定）  

２ 歳児 …  2 2 人（ ３ 号認定）  

３ 歳児 …  2 3 人（ １ 号認定 5 人、 ２ 号認定 1 8 人）  

４ 歳児 …  2 3 人（ １ 号認定 5 人、 ２ 号認定 1 8 人）  

５ 歳児 …  2 4 人（ １ 号認定 5 人、 ２ 号認定 1 9 人）  

合 計 …  1 ２ ０ 人（ 1 号認定 1 5 人、 2 号認定 5 5 人、 ３ 号認定 5 0 人）  

開始時期 令和８ 年 4 月 1 日 
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詫間地区就学前教育・ 保育施設： 利用定員の設定

1 ． 詫間区域の児童数推移（ 各年度4 月1 日現在の住民基本台帳人口）

H2 8 H2 9 H3 0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

0 歳児 7 4 7 4 7 5 6 4 6 0 5 3 4 9 4 6 4 5 4 6

1 歳児 8 1 8 5 7 4 7 5 6 3 5 8 5 9 5 5 4 5 5 0

2 歳児 9 7 8 2 8 5 6 7 7 7 6 3 5 8 6 3 5 6 4 7

3 歳児 9 2 1 0 2 9 2 8 1 6 7 7 8 5 9 6 0 5 7 5 5

4 歳児 1 0 9 9 2 1 0 3 8 8 8 0 6 6 7 8 6 2 6 4 5 6

５ 歳児 9 8 1 1 0 9 5 1 0 7 8 7 8 1 7 0 7 5 6 5 6 4

計 5 5 1 5 4 5 5 2 4 4 8 2 4 3 4 3 9 9 3 7 3 3 6 1 3 3 2 3 1 8

２ ． 詫間区域の就学前教育・ 保育施設利用者数推移 （ 各年度4 月1 日現在）

H2 8 H2 9 H3 0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

0 歳児 9 7 3 4 6 1 5 1 2 2

1 歳児 1 3 1 5 1 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 歳児 2 2 2 0 2 0 1 8 1 8 1 3 1 6 1 7 1 5 1 4

3 歳児 1 4 2 0 2 2 1 9 1 8 2 2 1 3 1 7 1 7 1 7

4 歳児 8 8 2 1 1 8 1 9 1 7 1 9 1 3 1 6 1 9

5 歳児 5 7 7 2 0 1 9 1 9 1 8 1 8 1 5 1 7

7 1 7 7 8 8 9 1 9 2 8 4 8 3 7 8 7 7 8 1

0 歳児 9 6 9 3 6 4 3 4 3 6

1 歳児 2 3 2 4 2 3 1 8 2 1 1 8 2 2 2 4 1 6 1 5

2 歳児 2 4 2 4 2 4 2 4 2 0 2 3 1 9 2 0 2 4 1 9

3 歳児 3 0 3 0 2 4 2 0 2 0 2 0 2 3 2 2 2 0 2 5

4 歳児 2 7 2 4 2 8 2 4 1 9 2 3 2 0 2 1 2 4 2 2

5 歳児 2 2 2 6 2 5 2 9 2 4 1 9 2 3 2 0 2 1 2 4

1 3 5 1 3 4 1 3 3 1 1 8 1 1 0 1 0 7 1 1 0 1 1 1 1 0 8 1 1 1

0 歳児

1 歳児 4 8 9 1 2 6 6 1 3 4 1

2 歳児 1 8 1 0 1 3 6 1 6 1 0 8 3 5 4

3 歳児 1 2 1 7 2 0 1 1 9 1 2 8 5 4 5

4 歳児 9 1 1 1 1 2 0 1 2 1 0 1 1 7 5 2

5 歳児 8 9 1 2 1 1 1 9 1 3 9 1 1 7 5

5 1 5 5 6 5 6 0 6 2 5 1 3 7 2 9 2 5 1 7

3 歳児 6 7 6 8 7 6 2 4 3 0

4 歳児 1 4 6 8 6 7 6 5 2 4 3

５ 歳児 1 7 1 4 6 8 4 7 6 5 3 4

3 7 2 7 2 0 2 2 1 8 1 9 1 3 1 1 1 0 7

3 歳児 2 8 2 3 1 8 2 4 1 2 1 5 1 4 1 0 9 8

4 歳児 4 5 4 1 3 2 2 1 2 3 1 4 1 9 1 7 1 1 1 0

５ 歳児 4 4 4 7 4 2 3 9 2 2 2 4 1 4 1 9 1 8 1 0

1 1 7 1 1 1 9 2 8 4 5 7 5 3 4 7 4 6 3 8 2 8

4 1 1 4 0 4 3 9 8 3 7 5 3 3 9 3 1 4 2 9 0 2 7 5 2 5 8 2 4 4

詫間
区域

松崎保育所
（ 4 /1 現在）

小　 計

須田保育所
（ 4 /1 現在）

小　 計

合　 計

小　 計

松崎幼稚園
（ 4 /1 現在）

小　 計

詫間保育所
（ 4 /1 現在）

小　 計

詫間幼稚園
（ 4 /1 現在）
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３ ． 詫間区域の就学前教育・ 保育施設における 利用定員

令和7 年度利用定員

１ 号認定 ２ 号認定

３ ～５ 歳 ３ ～５ 歳 ０ 歳 １ ～２ 歳

幼稚園 — 松崎幼稚園 4 5 — — — 4 5

幼稚園 — 詫間幼稚園 7 5 — — — 7 5

保育施設 保育所 松崎保育所 — 5 0 1 0 3 0 9 0

保育施設 保育所 詫間保育所 — 7 0 1 0 4 0 1 2 0

保育施設 保育所 須田保育所 — 5 0 — 2 0 7 0

1 2 0 1 7 0 2 0 9 0 4 0 0

令和8 年度利用定員　

１ 号認定 ２ 号認定

３ ～５ 歳 ３ ～５ 歳 ０ 歳 １ ～２ 歳

幼稚園 — 詫間幼稚園 7 5 — — — 7 5

保育施設 保育所 詫間保育所 — 7 0 1 0 4 0 1 2 0

認定こ ど も 園 保育所型認定こ ども 園 松崎こ ども 園 1 5 5 5 1 0 4 0 1 2 0

9 0 1 2 5 2 0 8 0 3 1 5

※再編によ り 、 三豊市こ ど も 計画で定める 量の見込みと 同じ 人数と なる 。

※参考

詫間区域の就学前教育・ 保育施設における 量の見込みと 確保方策（ 三豊市こ ども 計画よ り ） （ 単位： 人）

３ 号認定

合 計

詫間区域

　 合　 計

詫間区域

　 合　 計

区域
幼稚園／
保育施設

保育施設の区分 施 設 名

区域
幼稚園／
保育施設

保育施設の区分 施 設 名
３ 号認定

合 計

令和8年度
（ ア） 1号認定

（ 3～5歳）

（ イ ） 2号認定

（ 3～5歳）

（ ウ ） 2号認定

（ 3～5歳）

（ エ） 3号認定

（ 0歳）

（ エ） 3号認定

（ 1歳）

（ エ） 3号認定

（ 2歳）

必要利用

定員総数 19人 25人 113人 20人 33人 32人

三豊市こ ども 計画

における 確保方策 90人 1号認定で確保 125人 20人 37人 43人
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特定教育・ 保育施設の利用定員の変更について 

 

めみか保育園（ 豊中町）  

 

1 利用定員の変更 

・ 現行 

 

・ 令和 8 年 4 月 1 日～ 

 

 

2 豊中区域の就学前教育・ 保育施設における 利用定員 

・ 現行 

 

・ 令和 8 年 4 月 1 日～ 

 

 

3 豊中区域の児童数推移（ 各年度 4 月 1 日現在の住民基本台帳人口）  

 

 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

6人 12人 12人 10人 10人 10人 60人

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

5人 10人 10人 10人 10人 10人 55人

めみか保育園 小規模保育園つぼみ 豊中保育所 豊中幼稚園 合計

60人 12人 120人 270人 462人

めみか保育園 小規模保育園つぼみ 豊中保育所 豊中幼稚園 合計

55人 12人 120人 270人 457人

H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

0歳児 89 99 73 75 86 64 70 65 61

1歳児 78 83 100 81 76 86 65 74 70

2歳児 101 79 84 97 81 73 85 61 79

3歳児 87 100 86 90 107 82 73 92 64

4歳児 111 89 103 89 91 106 83 71 89

5歳児 92 109 89 104 93 94 108 86 72

合計 558 559 535 536 534 505 484 449 435

豊中地区

1
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4 豊中区域の就学前教育・ 保育施設利用者数推移 （ 各年度 4 月 1 日現在）  

 
 

5 豊中区域の就学前教育・ 保育施設利用者見込み （ 令和 8 年 4 月 1 日）  

 

 

 

 

 

 

H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

0歳児 12人 6人 7人 3人 2人 1人 4人 4人 2人

1歳児 12人 18人 21人 17人 9人 12人 13人 6人 12人

2歳児 4人 12人 19人 18人 15人 9人 11人 13人 10人

3歳児 4人 6人 13人 13人 18人 20人 5人 6人 13人

4歳児 1人 6人 5人 13人 11人 17人 19人 5人 6人

5歳児 0人 1人 4人 4人 10人 10人 15人 18人 5人

合計 33人 49人 69人 68人 65人 69人 67人 52人 48人

0歳児 2人 2人 1人 1人 3人 1人 3人 0人 1人

1歳児 5人 5人 1人 5人 1人 5人 2人 5人 1人

2歳児 1人 6人 5人 2人 5人 1人 6人 2人 5人

合計 8人 13人 7人 8人 9人 7人 11人 7人 7人

0歳児 3人 13人 6人 14人 13人 11人 8人 9人 6人

1歳児 34人 30人 52人 34人 37人 36人 26人 34人 41人

2歳児 64人 42人 41人 58人 47人 43人 44人 28人 44人

合計 101人 85人 99人 106人 97人 90人 78人 71人 91人

3歳児 79人 93人 72人 76人 86人 67人 60人 70人 48人

4歳児 105人 80人 94人 76人 79人 90人 68人 62人 71人

5歳児 87人 105人 82人 94人 81人 84人 91人 68人 64人

合計 271人 278人 248人 246人 246人 241人 219人 200人 183人

豊中幼稚園

めみか

保育園

小規模保育

園つぼみ

豊中保育所

めみか

保育園

小規模保育

園つぼみ
豊中保育所 豊中幼稚園 合計

0歳児 3人 3人 8人 14人

1歳児 5人 3人 33人 41人

2歳児 13人 1人 51人 65人

3歳児 10人 67人 77人

4歳児 14人 48人 62人

5歳児 7人 73人 80人

合計 52人 7人 92人 188人 339人
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1号認定 2.3号認定

5人 45人

6 豊中区域の就学前教育・ 保育施設利における 量の見込みと 確保方策 

 

 

 

ス マはぴ丘の上 station(高瀬町)  

 

1 利用定員の変更 

・ 現行                   ・ 令和 8 年 4 月 1 日～（ 予定）  

 

 

2 利用者数推移  

（ 各年度 4 月 1 日現在※令和 3 年度は開所の 9 月 1 日時点）  

 

 

令和8年度
（ ア） 1号認定

（ 3～5歳）

（ イ ） 2号認定

（ 3～5歳）

（ ウ ） 2号認定

（ 3～5歳）

（ エ） 3号認定

（ 0歳）

（ エ） 3号認定

（ 1歳）

（ エ） 3号認定

（ 2歳）

必要利用

定員総数 40人 152人 33人 26人 41人 45人

三豊市こ ども 計画

における 確保方策 270人 1号認定で確保 30人 37人 69人 75人

確保見込み
270人 1号認定で確保 30人 36人 67人 73人

必要定員数と

確保見込みの差 0 0 △3人 10人 26人 28人

1号認定 2.3号認定

15人 30人

1号認定 2.3号認定 1号認定 2.3号認定 1号認定 2.3号認定 1号認定 2.3号認定 1号認定 2.3号認定 1号認定 2.3号認定

0歳児 2人 0人 4人 2人 2人 3人

1歳児 1人 9人 7人 7人 7人 9人

2歳児 0人 1人 10人 12人 10人 7人

3歳児 0人 0人 2人 3人 0人 5人 1人 11人 0人 11人 0人 8人

4歳児 0人 0人 0人 0人 2人 3人 1人 5人 0人 9人 0人 11人

5歳児 0人 0人 0人 1人 0人 0人 1人 5人 1人 5人 0人 8人

0人 3人 2人 14人 2人 29人 3人 42人 1人 44人 0人 46人

45人

R8（ 見込み）

46人

R5 R6 R7

ス マはぴ丘

の上station

合計
3人 16人 31人 45人

R3 R4
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満三歳以上限定小規模保育事業の創設に伴う  

第三期市町村子ど も ・ 子育て支援事業計画の変更 

 

 

1 事業の概要 

「 小規模保育事業」 と は、 19 人以下の利用定員で、 原則 0～2 歳のこ ど も を対象に保育を 行う 事業で

ある が、 平成 29 年から 、 国家戦略特別区域法に基づく 特例措置と し て、 国家戦略特区の事業実施区域

（ 成田市、 堺市、 西宮市） においては、 事業者の判断によ り 対象年齢を 0～5 歳の間で柔軟に定める こ

と が可能と さ れている 。  

ま た、 令和５ 年４ 月にはこ ど も の保育の選択肢を広げる 観点から 、 全国において、 小規模保育事業に

て 3～5 歳児を 受け入れる こ と について、 市町村がニーズに応じ て柔軟に判断する こ と ができ る 旨の通

知が発出さ れた。  

こ う し た実施状況を踏ま えつつ、「 児童福祉法等の一部を改正する 法律」（ 令和７ 年法律第２ ９ 号） に

おいて、 満３ 歳以上の保育を 必要と する こ ど も のみを 対象と する 「 満三歳以上限定小規模保育事業」 が

創設さ れ、 全国展開さ れる こ と と なっ た。（ 施行日： 令和８ 年４ 月１ 日）  

 

2 第三期市町村子ど も ・ 子育て支援事業計画の変更 

 「 満三歳以上限定小規模保育事業」 の創設に伴い、 第三期市町村子ど も ・ 子育て支援事業計画で満三

歳以上限定小規模保育事業の創設を勘案し た量の見込み、 確保方策及びその実施時期を 定める 必要があ

る が、 三豊市では第三期市町村子ど も ・ 子育て支援事業計画である 三豊市こ ど も 計画を 令和 8 年 4 月に

策定し 、 満三歳以上限定小規模保育事業については記載し ており ま せん。  

 

・「 満三歳以上限定小規模保育事業」 の量の見込みについては、 三豊市こ ど も 計画の「 ２ 号認定の 

量の見込み」 に含ま れている  

・ 認定こ ど も 園等において、 満３ 歳以上の保育ニーズに対応し ている  

 

以上のこ と から 、 本市においては、 事業単独での「 量の見込み」 及び「 確保方策」 の設定は行わない。  

 

 

【 参考】  

満三歳以上限定小規模保育事業に係る Ｑ Ａ 【 第二版（ 令和７ 年 10 月 27 日時点）】 よ り 抜粋 

仮に当該必要利用定員総数が零である 場合には、 市町村子ど も ・ 子育て支援事業計画において、 当該

必要利用定員総数を零と 定めていただく 必要がある も のと 考えま す。  

ただし 、 当分の間、 各市町村の判断によ り 、 既に市町村子ど も ・ 子育て支援事業計画において定めら

れた同条第２ 号に掲げる 小学校就学前子ど も に係る 教育・ 保育の量の見込みに満三歳以上限定小規模保

育に係る 必要利用定員総数（ 零） を含める こ と と し 、 教育・ 保育の量の見込みに係る 部分について、 市

町村子ど も ・ 子育て支援事業計画の変更を 不要と する こ と も 差し 支えあり ま せん。  
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文部科学省（ 令和7年1月28日） 「 地域と 学校の連携・ 協働体制構築事業について」

資料６

　


